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平成２８年道委不第３号 札幌大学不当労働行為事件 命令書（概要）

１ 当事者

(1) 申 立 人 札幌大学教職員組合（以下「組合」という。）

(2) 被申立人 学校法人札幌大学（以下「法人」という。）

２ 事案の概要

本件は、組合から、平成２７年（以下平成の元号を省略する。）度期末・勤勉手当（以

下「手当」という。）の支給割合の引下げ及びそれに伴う給与規程改正について、法

人の行為が、労働組合法（昭和２４年法律第１７４号。以下「法」という。）第７条第２

号及び第３号に該当する不当労働行為であるとして、北海道労働委員会（以下「当委員会」

という。）に対し、救済申立てがなされた事案（以下「本件救済申立て」という。）である。

３ 主文要旨

(1) 被申立人は、被申立人の教職員の期末・勤勉手当に係る団体交渉において、自らの

主張に固執することなく、申立人の要求事項に対して自らの見解の内容や根拠を具体

的かつ明確に示して申立人の納得を得るよう努力するなど、誠実に団体交渉を行わな

ければならない。

(2) 被申立人は、前記(1)に係る団体交渉において不誠実な対応を行うことにより、申

立人の運営に支配介入してはならない。

(3) 被申立人は、次の内容の文書を縦１メートル、横１.５メートルの白紙にかい書で

明瞭に記載して、被申立人の中央棟の正面玄関の見やすい場所に、本命令書写し交付

の日から７日以内に掲示し、１０日間掲示を継続しなければならない。（文書省略）

(4) 申立人のその余の申立てを棄却する。

４ 判断要旨

(1) 誠実交渉義務

使用者は、組合に対し、法第７条第２号の規定に基づき団交応諾義務を負っている

が、当該義務は、単に団交の場に出席すれば足りるものではなく、誠意のある団交を

行う義務を負っているものである。

当該義務を果たすためには、使用者は単に労働組合の要求や主張を聞くだけでなく、

それらの要求や主張に対する回答や自己の主張を具体的に説明し、必要によってはそ

れらにつき論拠を示し、自己の主張を裏付けるのに必要な資料を提示するなど、誠実

な対応を通じて合意達成の可能性を模索する必要がある。そして、この誠実交渉義務

が果たされなかった場合には、法第７条第２号の不当労働行為に該当すると判断され

る。

もとより、使用者は組合の要求ないし主張を受け入れ、譲歩する義務までは負わな

いことから、十分な討議の後、双方の主張が対立したまま意見の一致を見ることなく

交渉を打ち切ることになったとしても、誠実交渉義務違反とは判断されないが、団交
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継続中の事項について、使用者が十分な交渉を尽くさないまま、交渉の進展の見込み

がない等と断じ、団交を一方的に打ち切ることは、団交拒否であり、団交応諾義務に

反し許されない。

(2) 団交拒否及び不誠実団交の成否について（争点１及び２）

２７年度６月期手当及び同年１２月期手当に係るそれぞれの団交について、団交

拒否及び不誠実団交の成否をまとめて判断する。

ア ２７年度６月期手当に係る団交について

(ｱ) 法人は、同年７月２日、Ｆ書記長から、本日の交渉には応じられません、公

的機関に対して救済を求めていますなどと記載された電子メールを受け、同月

３日、組合に対し、団交の打切りを通告している。

以下、法人の団交打切りに、正当理由が存在するかどうかを検討する。

(ｲ) 法人は、組合には交渉と並行してあっせんを受ける方針であったことはうか

がえなかったと主張し、その根拠として、組合が同年６月２６日に法的措置を

講じる旨の通知をしてきたこと、同月２５日付けの「札幌大学教職員組合ニュ

ース」に「今回の手当支給延期に対して断固たる措置をとる」旨の記載があっ

たことを挙げるので、まずこの点につき検討する。

同月２６日の電子メールで、Ｆ書記長は、法人に対し、法的措置を講じる旨

通知しているが、その内容は、同年度６月期手当がまず支給され、支給割合に

ついて法人から新提案が出されるのであれば交渉に応じるが、そうでなければ

交渉に応じる意味がないので法的救済に訴える措置をとること、交渉が行われ

ない場合は法的手続によるやりとりになるであろうことを伝えるものであって、

団交継続の意思がないことを示すものではない。

また、組合作成の同月２５日付けの「札幌大学教職員組合ニュース」には、「今

回の手当支給延期に対して断固たる措置をとる」との記載はあるが、団交継続

の意思がないことを示す記載は見当たらない。

以上からすると、法人摘示の上記事実をもって、組合に団交継続の意思がな

かったとすることはできない。

よって、組合には交渉と並行してあっせんを受ける方針であったことはうか

がえなかったとする法人の主張を認めることはできない。

(ｳ) 次に、法人は、法人が強く希望して同年７月２日の団交が再開されることに

なったのに、団交当日になって「本日の交渉には応じられません」と回答して

きた組合の対応からすると、交渉の進展は見込めず、教職員の生活に対する影

響を想定すれば、これ以上支給時期が遅延することは望ましくないので、組合

に対し、団交継続の意思がないものと判断せざるを得ない旨通知して、団交を

打ち切ったと主張するので、検討する。

「本日の交渉には応じられません」と回答してきた同月２日のＦ書記長のメ

ールには、「７月になっても手当まったく支給されていない状態であり、本日の

交渉には応じられません。法人の誠意と責任ある対応が見られないため、組合
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は公的機関に救済を求めています。暫定支給もされず、ローンや私学共済積立

金等で困難を抱える教職員も少なくなく、貸付の件で非組合員からも問い合わ

せがきています。」旨記されている。すなわち、同書記長の上記メールは、組合

から法人に対し暫定支給や上乗せ提案を求めたのに対し、同年度６月期手当の

支給日（同年６月１５日）を２週間以上経過しても、法人から暫定支給もされ

ず上乗せした新提案もされない状況の中では、同年７月２日の団交には応じら

れないとするものであって、「本日の交渉には応じられません」との記載から明

らかなとおり、以後の団交全てにつき継続の意思がないことを示すものではな

い。

そうすると、組合が同月２日の団交に応じなかったことをもって、組合に団

交継続の意思がないものとして団交を打ち切った法人の判断は早計であり、団

交打切りの正当理由として認めることはできない。

また、法人は、教職員の生活に対する影響を想定すれば、これ以上支給時期

が遅延することは望ましくないと考えた旨主張する。

この点、法人の提案が大幅な不利益変更を伴うものである以上、交渉が難航

することは十分に予測可能であって、支給遅延を回避するにはできるだけ交渉

期間に余裕のある団交申入れを行うのが望ましいところ、法人が団交を申し入

れたのは６月期手当支給予定日の同年６月１５日まで１か月もない同年５月２

１日の団交終了直後であり、法人が提案する手当の具体的数値につき説明した

のは同月２８日の団交の席上が初めてであって、そのような法人の対応の遅れ

が支給遅延の一因となっていることは否めない。また、教職員に対する影響を

想定したというのであれば、支給時期が過ぎたとしても、団交を打ち切るので

はなく、暫定支給など教職員の生活にできるだけ負担をかけない方策につき組

合との間で協議することも考えられるところ、現に２４年度６月期手当に係る

団交で妥結できなかった際には暫定支給しており、今回も組合から暫定支給を

望む声が出ていたのに、法人は、そのような方策につき協議することなく団交

を打ち切っている。

そうすると、これ以上支給時期が遅延することは望ましくないと考えたから

団交を打ち切ったとする法人の判断に、正当理由を認めることはできない。

(ｴ) また、法人は、組合が法人の出席理事の代理権限を証する書面を要求したり、

手当の削減幅を文書で申し入れなければ交渉に応じないと主張したり、全ての

理事会議事録の開示を要求したり、検討の新たな材料もなしに交渉しても埒が
らち

明かないと主張したりなどして、不当に協議・交渉を拒絶して不誠実な交渉態

度に終始したため、やむを得ず団交を打ち切らざるを得なかったと主張するの

で、検討する。

ａ ２７年４月２３日の団交で、組合から法人に対し、新任のＧ理事の団交代

表権限を証することを求めたのに対し、法人がこれに対応できず流会となっ

ているが、当該団交は、同年度６月期手当の支給を議題とする団交ではなか

った。
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また、同年５月２１日の団交でも、組合は、Ｇ理事の団交代表権限を証す

る書面を求めたが、同日の議題は財政状況の説明等であり、手当ではなかっ

た上、団交は同理事の権限の点を棚上げして行われている。

そうすると、組合が法人に対し、Ｇ理事の団交代表権限を証することを要

求したことをもって、同年度６月期手当に係る団交につき、不当に協議・交

渉に応じなかったということはできない。

ｂ 組合は法人に対し、手当の削減幅を文書で申し入れなければ交渉に応じら

れないと主張しているが、その経緯は次のとおりであった。

すなわち、組合は法人に対し、法人が手当の削減を考えているなら文書で

申し入れる必要があると当初から述べていたが、組合が出した同年度６月期

手当の要求文書に対する法人の回答文書には、「２４年度交渉における法人側

の当初提案を念頭に早急な妥結を希望する」としか記載されていなかったこ

とから、組合は法人に対し、具体的数値を質問して、法人の提案とは年間３．

０か月である旨の口頭説明を受けた。

その後、法人の理事長が交代したことから、組合は、新理事長名で手当の

支給割合を明示するよう求め、法人は新理事長名で文書により回答した。組

合は、新理事長名による文書回答につき、組合に対する申入れの趣旨を含む

のかと質問したが、法人は、組合の要求に対する回答である旨返答した。組

合としては、法人の提案は２４年度から２６年度までの過去３年間の支給割

合（３．８３か月）を不利益に変更するものなので、交渉のスタートライン

に立つための正式な申入書が必要であると考えていたことから、それが提出

されなければ協議できないと述べた。

この点、回答書により法人の提案内容が明らかにされた以上、さらに法人

から申入書が提出されなければ協議できないとする組合の態度は、いささか

硬直的な感がないでもない。しかし、手当については当時の法人の給与規程

により年間支給割合３．８３か月（６月期１．９８か月、１２月期１．８５

か月）と定められており、法人の提案がそれを０．８３か月も切り下げる大

幅な不利益変更であったことを勘案すると、組合要求に対する回答文書とい

う形式ではなく、不利益変更申入書という正式な書面を提出してほしいとし

た組合の要請にはそれなりの理由が認められるのに対し、法人がそのような

申入書を提出することに格別の支障があるわけではない。

また、組合は、正式な申入書が提出されなければ協議できないと主張した

後、法人からの団交開催要請に対し、６月期手当が暫定支給され新たな上乗

せ提案が出されるのであれば、同年７月２日に団交を行う旨返答しており、

申入書の提出に必ずしもこだわらず団交を行う姿勢を見せている。

そうすると、組合が正式な申入書を提出してほしいと要求をしたことをも

って、不当に協議・交渉に応じなかったとまでいうことはできない。

ｃ また、組合から法人に対し、理事会議事録を開示するよう求めたのに対し

ては、法人は、開示しない旨の回答をし、その後も団交が行われているから、
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このような要求を組合がしたことをもって、不当に協議・交渉に応じなかっ

たということはできない。

ｄ さらに、組合は、法人に対し、検討の新たな材料もなしに交渉しても埒が
らち

明かないとの主張もしているが、検討の新たな材料とは、同年度６月期の支

給割合を削減の理由を付けて文書で組合に申し入れること及び教職員の生活

を配慮し再考した提案をすることであると説明しており、このような組合の

要求をもって、不当に協議・交渉に応じなかったということもできない。

(ｵ) 以上のとおり、組合が不当に協議・交渉を拒絶して不誠実な交渉態度に終始

したとする法人の主張については、これを認めることはできない。

(ｶ) そうすると、同年度６月期手当の支給に係る交渉議題について、法人が団交

を打ち切ったことにつき正当理由は認められず、法人の行為は団交を拒否した

と評価されるべきものであるから、法第７条第２号の不当労働行為に当たる。

(ｷ) 続いて、不誠実団交の成否について検討する。

法人は、組合に対し、財政状況及び手当の引下げの必要性等につき、十分な

説明と資料の提供を行ったと主張する。

手当の年間支給割合は、１９年度が４．７５か月、２０年度が４．６０か月、

２１年度及び２２年度が４．４０か月、２３年度が４．２０か月、２４年度か

ら２６年度までが３．８３か月と次第に引き下げられているが、その引下幅を

従前と比較して見ると、１９年度から２３年度までが０．１５ないし０．２か

月、２４年度が０．３７か月であったのに対し、２７年度手当に係る法人提案

の３．０か月は、従前の支給割合を０．８３か月も切り下げる大幅な不利益変

更であったから、そのような提案をされた組合が難色を示すことは十分に理解

できるところであって、法人としては、財政状況が逼 迫しているから手当等の
ひっぱく

人件費の抑制・削減を図る必要があると説明するだけではなく、３．０か月を

提案する具体的根拠について、できるだけ丁寧に説明するとともに、自己の主

張を裏付けるのに必要な資料を提供するなどして、誠実な対応を通じて合意達

成の可能性を模索する必要がある。

この点、法人は、組合に対し、同年度６月期手当に係る団交が開催される前

から、法人の財政状況につき説明し資料を提供していたことが認められるが、

その説明は第四次基本計画が挫折し人件費につき更なる支出削減をしなければ

ならないことを内容とし、提供した資料は予算・決算の数字や同計画の推移の

概略を内容とするものであり、これを不満とする組合が、団交において、３．

０か月を提案する根拠資料の提出を求めたのに対し、法人が提出した資料は４

点で、そのうち手当の支給割合について直接関係する資料は「平成２７年度期

末・勤勉手当の削減について（資料）」のみで、しかもこの資料には、現状の年

間３．８３月の支給割合は財政的に無理である旨記載されていたものの、法人

が提案した年間３．０か月の具体的根拠を示す説明はなかったから、３．０か

月を提案する具体的根拠の説明及びそれを裏付けるのに必要な資料の提出のい

ずれについても、法人の対応を十分であるということはできない。
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また、それまでも手当の引下げが議題となる都度、法人と組合は団交を重ね、

組合も法人の財政状況を考慮して、年間０．１５ないし０．３７か月の引下幅

で譲歩してきた経緯にあり、その中には、法人が今回と同様の３．０か月を提

案した２４年度手当のように労使間で妥結できず、組合から当委員会にあっせ

ん申請されたこともあったが、その際には手当の暫定支給をして、教職員の生

活にも一定の配慮をしていたのに対し、今回の法人の対応は、暫定支給を求め

る組合の要望に耳を傾けることもなく、自らの提案に係る具体的な説明及び資

料の提供のいずれについても十分とはいえない中、組合に団交継続の意思が見

られないと早計に判断して団交を打ち切っている。

そして、法人は、その直後に給与規程を改正して、当初提案に０．３か月分

上乗せして３．３０か月と定め、６月期手当１．６５か月を本支給したが、３．

３０か月と定めた具体的根拠の説明及び資料の提供のいずれについても、十分

に行っていない。

以上のような法人の対応は、丁寧な説明と資料の提供を尽くして合意達成の

可能性を模索しようとする姿勢とは隔たりがあり、不誠実であると評価されて

もやむを得ないものである。

(ｸ) さらに、法人は、赤字財政に陥っていることについて各種資料から容易に判

明していたにもかかわらず、組合が法人に対し、法人側出席者の交渉権限を示

す理事長の回答がないことを理由に交渉を拒否したり、全ての理事会議事録の

開示を要求したり、検討の新たな材料もなしに埒が明かないと主張したりして、
らち

実質的な団交が行えないようにしたから、不誠実団交に当たらないという。

しかし、前記(ｴ)で述べたとおりの理由により、法人のかかる主張を認めるこ

とはできない。

(ｹ) したがって、同年度６月期手当に係る法人の行為は、不誠実であると評価せ

ざるを得ず、法第７条第２号の不当労働行為に当たる。

イ ２７年度１２月期手当に係る団交について

(ｱ) 組合は、同年度１２月期手当に係る団交において、法人が重要な交渉議題が

あることを認めながらも「次年度以降の課題」であると先送りし、減額支給を

強行したので、このような法人の行為は団交拒否に該当し、法第７条第２号の

不当労働行為に当たると主張するので、検討する。

(ｲ) 当該交渉事項に係る団交は、同年１１月１２日、同月１８日と開催されたが、

法人と組合との間で、同年１０月３０日に打切りとなった当委員会のあっせん

手続でやりとりした手当の支給割合につき認識の相違があり、合意に至らなか

った。

引き続き行われた同年１１月２６日の団交で、法人は、手当に関する法人の

理解が不足していることや、６月期と１２月期の振分け及び期末と勤勉の配分

割合に課題があることにつき、組合から指摘されたのに対し、その点を認め、

法人にとってどういう割振りがよいのか議論をしていただきたいと回答した。

その上で、組合が、同年１２月４日の同年度１２月期手当の支給日を延ばすの
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は望ましくないが、スタートラインに戻って接点を見出すのに時間が掛かるの

であれば、教職員の理解は得られると思う旨述べて、支給日までに妥結できな

くても同年度１２月期手当の交渉を継続するよう要望したところ、法人は、同

年度６月期手当の支給を遅らせて教職員に迷惑をかけたので、改正した給与規

程に基づく支給割合及び支給日のとおりに支給すると回答した。

それに対し、組合が、法人としては交渉を打ち切り、暫定支給もせず、法人側の提案どお

り本支給するのかと質問したところ、法人は、勤勉手当の趣旨など課題は残っているが、本

支給する旨述べて、同年１２月４日、教職員に対し、同年度１２月期手当として１．６５か

月分を本支給した。

(ｳ) 法人は、当該団交において組合の要求内容が変遷したため合意に向けての話

合いができなかったから支給したと主張する。

確かに、組合は、同年１１月２６日の団交で、組合としては２４年度から２

６年度まで支給された年間３．８３か月の手当の正当性を認めていないので、

４．２０か月から出発したいと述べているが、他方で、双方の主張に開きがあ

るので努力してそれを詰めていきたいとも述べており、合意に向けて歩み寄る

姿勢があることを示している。

そうすると、組合の要求内容が変遷したため合意に向けての話合いができな

かったとする法人の主張を認めることはできない。

(ｴ) また、法人は、支給予定日が目前に迫り、同日までの妥結は見込めないと判

断したので、改正給与規程に基づいて、本支給したと主張する。

組合は、前記(ｲ)で述べたとおり、同年１１月２６日の団交で、支給を延ばす

のは望ましくないが、スタートラインに戻って接点を見出すのに時間が掛かる

のであれば、教職員の理解は得られると思う旨述べて、団交を継続するよう要

望している。それに対し、法人は、支給日が迫っていることを理由に、提案の

とおりに本支給を行うと述べて、実際にそのとおり実施した。

このような法人の行為は、同年度１２月期手当に係る議題について、団交を

継続する意義を実質的に失わせるものであり、団交を打ち切ったと評価されて

もやむを得ないものであり、また、打ち切ったことにつき正当理由を認めるこ

ともできない。

したがって、同年度１２月期手当を交渉議題とする法人の行為は、法第７条

第２号の不当労働行為に当たる。

(ｵ) 続いて、不誠実団交の成否について検討する。

同年度１２月期手当に係る３回の団交において、法人は、組合に対し、改正

した給与規程で定めた年間手当３．３０か月、１２月期手当１．６５か月の具

体的根拠について、十分な説明を行わず、また、自己の主張を裏付けるのに必

要な資料を何ら提示しないまま、本支給した。

この点について、法人は、組合が法人に対し、現状維持以上の年間４．２か

月の要求をしたりして、実質的な団交が行えないようにしており、不誠実団交

に当たらないと主張するが、前記(ｳ)で述べたとおり、組合は、法人に対し歩み
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寄る姿勢を示していたから、かかる法人の主張を認めることはできない。

(ｶ) そうすると、同年度１２月期手当に係る団交での法人の対応は、手当の支給

割合の説明についても、主張を裏付ける資料の提出についても、いずれも不十

分なまま、交渉継続を求める組合の要求を拒否し、交渉議題である同年度１２

月期の手当に係る本支給を実施して、同手当に係る団交を継続する意義を実質

的に失わせたものと評価できる。

このような法人の対応は不誠実であり、法第７条第２号の不当労働行為に当

たる。

ウ 以上のとおり、法人の行為は、同年度６月期手当及び１２月期手当に係るいず

れの団交においても、団交を拒否し、また、不誠実な団交を行ったと評価される

から、法第７条第２号の不当労働行為に当たる。

(3) 支配介入について

前記(1)及び(2)のとおり、法人は、２７年度６月期手当及び１２月期手当に係る各

団交において、団交拒否及び不誠実な対応をしたものであり、このような行為は、組

合の存在を軽視し、組合の弱体化を招く行為であるから、法第７条第３号で定める支

配介入に当たる。

５ 審査の経過（調査９回、審問２回）

(1) 申立年月日

２８年２月８日

(2) 公益委員会の合議年月日

２９年６月２３日、同年７月７日、同月２８日

(3) 命令書（写）交付年月日

２９年９月７日


